
  表３－３ 要監視項目および指針値（公共用水域） 

  １ 人の健康の保護に関連する物質 

（単位：㎎／L）

値針指目項

６０.０ムルホロロク 以下 

４０.０ンレチエロロクジ-2，1-スンラト 以下 

６０.０ンパロプロロクジ-2,1 以下 

２.０ンゼンベロロクジ-p 以下 

８００.０ンオチサキソイ 以下 

５００.０ンノジアイダ 以下 

３００.０ンオチロトニェフ 以下 

４０.０ンラオチロプソイ 以下 

５０.０ルニロタロロク 以下 

８００.０ドミザピロプ 以下 

４０.０銅ンシキオ 以下 

８００.０スボルロクジ 以下 

３０.０ブルカブノェフ 以下 

）１注（―ンェフロトニルロク

８００.０スホンベロプイ 以下 

６００.０ＮＰＥ 以下 

６.０ンエルト 以下 

４.０ンレシキ 以下 

６０.０ルシキヘルチエジ酸ルタフ 以下 

）２注（―ルケッニ

７０.０ンデブリモ 以下 

２０.０ンモチンア       以下 

２００.０ーマノモルニビ化塩      以下 

４０００.０ンリドヒロロクピエ     以下 

全マンガン  ０.２       以下 

ンラウ ０.００２     以下  

  (注１) 胆のうがんとの因果関係が明らかになるまで、指針値は設定しない。 

  (注２) 毒性についての定量的評価が定まっていないため、指針値が削除された。 
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  ２ 有用な水生生物及びその餌生物並びにそれらの生息又は生育環境の保全に関連する物質 

（単位：㎎／L） 

項   目 水   域 類  型 指  針  値 

  生物Ａ ０.７    以下 

  生物特Ａ ０.００６  以下 

  生物Ｂ ３     以下 
 河川及び湖沼 

  生物特Ｂ ３     以下 

  生物Ａ ０.８    以下 

クロロホルム 

 海域 
  生物特Ａ ０.８    以下 

  生物Ａ ０.０５   以下 

  生物特Ａ ０.０１   以下 

  生物Ｂ ０.０８   以下 
 河川及び湖沼 

  生物特Ｂ ０.０１   以下 

  生物Ａ ２     以下 

フェノール 

 海域 
  生物特Ａ ０.２    以下 

  生物Ａ １     以下 

  生物特Ａ １     以下 

  生物Ｂ １     以下 
 河川及び湖沼 

  生物特Ｂ １     以下 

  生物Ａ ０.３    以下 

ホルムアルデヒド 

 海域 
  生物特Ａ ０.０３   以下 

  生物Ａ ０．００１ 以下 

  生物特Ａ ０．０００７以下 

  生物Ｂ ０．００４ 以下 
 河川及び湖沼 

  生物特Ｂ ０．００３ 以下 

  生物Ａ ０．０００９以下 

４ -ｔ -オクチルフェ

ノール 

 海域 
  生物特Ａ ０．０００４以下 

  生物Ａ ０．０２  以下 

  生物特Ａ ０．０２  以下 

  生物Ｂ ０．０２  以下 
 河川及び湖沼 

  生物特Ｂ ０．０２  以下 

  生物Ａ ０．１   以下 

アニリン 

 海域 
  生物特Ａ ０．１   以下 

  生物Ａ ０．０３  以下 

  生物特Ａ ０．００３ 以下 

  生物Ｂ ０．０３  以下 
 河川及び湖沼 

  生物特Ｂ ０．０２  以下 

  生物Ａ ０．０２  以下 

2,4-ジクロロフェノ

ール 

 海域 
  生物特Ａ ０．０１  以下 
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